
地域再生計画 
１． 地域再生計画の名称 

美しい環境都市づくり計画 
 
２． 地域再生計画の作成主体の名称 

宇佐市 
 
３． 地域再生計画の区域 
   宇佐市の全域 
 
４． 地域再生計画の目標 
    宇佐市は、平成１７年３月３１日に、宇佐市、安心院町、院内町、の１市２町の   

合併により誕生した大分県北部に位置する広大な地勢を有する市である。市内の人
口は６３，２２５人、総面積４３９．１２ｋ㎡、南北約３０㎞、東西約２０㎞、標
高差約１㎞で、海浜地域から宇佐平野を含めた田園地域、都市的地域、中山間地域、
内陸盆地地域及び大規模な森林地域まで、非常に多様な地域構成となっています。 

    また、本市には、長い海岸線と穏やかな海、広い平野、緑濃い森林があるほか、
豊かな水をたたえた一級河川の駅館川のほか伊呂波川や寄藻川等が流れ、周防灘に
注ぎ込むなど、変化に富んだ自然環境に恵まれており、こうした自然を活かして、
周防灘からの豊富な水産物、平野部での土地利用型農業、中山間部での高付加価値
農業、歴史遺産や農業資源を活かした観光、グリーンツーリズムなど多彩な産業活
動が活発に行われています。 

    しかし、近年では、工場・事業系排水のほか、基幹産業である農業用廃水や生活
様式の変化に伴う生活雑排水等により、河川や周防灘の水質汚濁が進み、魚や蛍な
どの減少が著しく清流とは程遠い状況となっている。このため、美しい宇佐の自然
や産業を守り次世代に引き継ぐにためには、水質汚濁の大きな原因になっている生
活雑排水対策が緊急課題となっている。 

    こうした課題への取組みとして、宇佐市では、生活排水処理の一環として、市の
中心部で公共下水道事業を、農村地域では農業集落排水事業を、平成２年からは合
併浄化槽（個人設置型）事業を実施してきたところである。 

    しかしながら、本市の汚水処理人口普及率は４３．９％（平成１６年度末）と依
然として低い状態であるため、汚水処理施設整備を当市の重要施策の一つと位置づ
け、これらの取り組みをさらに推進するために、本交付金事業において公共下水道
事業ならびに浄化槽設置整備事業を強化し、家庭、事業所、工場等から発生するし
尿・雑排水等の汚水処理の推進により、水質改善を図りたいと考えている。       
これらの取組みを通じて清流を再生することにより、美しい環境の整備、観光、
グリーンツーリズムなどによる近隣をはじめ都市部からの人々との交流の拡大を
図る。これによってふるさとの素晴しさが再発見され、地域住民の活動が活性化さ
れるような地域再生を目指す。 



なお公共下水道事業は、事業認可変更を平成１６年１０月１２日付け公生第８５
１号により大分県知事から受けている。 

 
   
 （目標１）汚水処理施設整備の促進 
        （汚水処理人口普及率４３．９％から５０．０％に向上） 
    
５． 目標を達成するために行う事業 
  ５－１ 全体の概要 
    地域再生計画区域内の公共下水道（特定環境保全）（認可済み）及び、公共下水

道事業認可区域・農業集落排水事業整備区域を除く地域再生計画区域内の全域を対
象にした浄化槽（個人設置型）設置事業で整備を推進する。 

    これにより、水質の改善を図り、かつての清流を呼び戻し、その豊かな自然を未
来に引き継ぐとともに、「このまちに住んでよかった」と実感してもらえる地域づ
くりに取り組む。 

 
  ５－２ 法第４条の特別の措置を適用して行う事業 
 
    汚水処理施設整備交付金を活用する事業 
 
    整備箇所等は、別添の整備箇所を示した図面による。 
 
     【事業主体】 
      宇佐市 
 
     【施設の種類】 
      公共下水道（特定環境保全）、浄化槽（個人設置型） 
 
     【事業区域】 

・ 公共下水道（特定環境保全）    安心院地区 
・ 浄化槽（個人設置型） 宇佐市全域（下水道区域、農業集落排水 
                   施設整備区域を除く） 
 
【事業期間】 
 ・公共下水道（特定環境保全）     平成１７年度～平成２１年度 
 ・浄化槽（個人設置型）        平成１７年度～平成２１年度 
 
【整備量】 
・ 公共下水道（特定環境保全） 

計画人口   ７８９人 



管渠     L=4,600m 
管径     φ150mm 
汚泥槽    1基 

 
・ 浄化槽（個人設置型） 

計画人口 ３，１０３人 
５人槽   ９１６基（H17：153基、H18：169基、H19：186基、

H20：204基、H21：204基） 
７人槽   ２７０基（H17：45 基、H18：49 基、H19：56 基、

H20：60基、H21：60基） 
１０人槽   １８基（H17：2基、H18：4基、H19：4基、 

H20：4基、H21： 4基） 
 
【事業費】 
 ・公共下水道（特定環境保全）  事業費     ７３８，０００千円 
                （うち、交付金   ３７７，０００千円） 
 
   内訳            管渠事業費   ５７８，０００千円 
                （うち、交付金   ２８９，０００千円） 
                 汚泥槽事業費  １６０，０００千円 
                （うち、交付金   ８８，０００千円） 
 
・浄化槽（個人設置型）     事業費     ４４４，５７６千円 

（うち、交付金  １４８，１９２千円） 
 
合計              事業費   １，１８２，５７６千円 

（うち、交付金  ５２５，１９２千円） 
 

  ５－３ その他の事業 
・ 公共下水道事業（通常補助分） 
  市街化区域を中心とした区域での下水道整備事業であり、生活環境 
  の確保、水質保全等を図る。 
・ 農業集落排水事業（通常補助分） 
  農業振興地域の集落を対象とした地域下水道事業であり、農業用水 
  の水質汚濁や農業集落の生活環境の改善をはかる。 
・グリーンツーリズムの推進 

        都市と農村との交流をはかるため、農家民泊の受入れや農業実習体 
験等の推進活動を行っている。 

         
 



 
６． 計画期間 
   平成１７年度～平成２１年度 
 
７． 目標の達成状況に係る評価に関する事項 
 事業実施中に各年度ごとに状況を確認し、目標達成が危ぶまれる場合には、市報等
で市民への啓発を行うなど適切な処理をとり、生活排水処理率向上のための推進を図
りながら、２１年度末に、宇佐市において公共下水道（特定環境保全）の処理人口と
浄化槽の処理人口の調査を行い、４に示す数値目標に照らし状況を調査し評価等を行
う。 

 
８． 地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 
   該当なし 
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１． 地域再生計画の区域に含まれる行政区域を表示した図面 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２． 整備区域を示した図面 

 

浄化槽（個人設置型） 

宇佐市全域 

（下水道区域、農業集落排

水施設整備区域を除く） 

【整備量】 

5人槽  916基 

7人槽  270基 

10人槽  18基 

【事業費】 

444,576千円 

（うち交付金 148,192）

【事業期間】 

H17年度～H21年度 

公共下水道（特定環境保全）

安心院地区 

【整備量】 

管渠 L=4,600ｍ 

管径 φ150mm 

汚泥槽  1基 

【事業費】 

738,000千円 

（うち交付金 377,000） 

【事業期間】 

H17年度～H21年度 


